
令和7年度
結婚・子育て世帯等応援補助金
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事業内容

申請受付期間 令和８年１月５日（月） ～ 令和８年１月３０日（金）　

少子化対策及び若年層の転入増加による人口の増加を目的として、結婚・子育て世代
への経済的支援を充実させるため、マイホームを取得された世帯へ補助金を交付します。
上限額50万円（夫婦：30万円、子ども1人につき10万円加算）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

または を取得したら　

日吉津村ＨＰ

結婚・子育て等応援補助金について

補助金額

下記のすべてに該当する方
　・令和6年1月1日以降に専用戸建て住宅及び兼用住宅（新築・中古）を取得（相続
　　または贈与等除く）された方。
　・40歳未満（当該年度の12月末時点・単身を除く）の世帯。
　・日吉津村に5年以上定住意思のある方。
　・自治会加入者。
　・税金・使用料の滞納がないこと。
　

対象者

※結婚・子育て世帯等定住促進補助金は、令和６年度に「結婚・子育て世帯等応援補助金」を申請された方　　

　 をもって終了しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（注）申請に必要な添付書類
・戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）の写し
・世帯全員の住民票の写し
・前年又は直近１年分の所得証明書（世帯全員分）写し
・前年又は直近１年分の納税証明書（世帯全員分）写し
・取得した専用住宅等の工事請負契約書※又は売買契約書の写し
 ※契約内容に変更がある場合は、変更契約書も併せて提出してください。
・取得した専用住宅等の登記事項証明書（建物）の写し
・振込先金融機関の通帳の写し（銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が分かる
　ページをコピーしてください。）
※該当する婚姻世帯等の場合のみ提出してください
・出生前の子の母子健康手帳の写し

お問合せは

総務課まで


